
とちぎネット利用アドバイザー活用方法マニュアル 

                      

栃木県青少年育成県民会議 

 

１ 「とちぎネット利用アドバイザー」派遣の目的 

 栃木県青少年育成県民会議主催「親子学び合い事業～ネット時代の歩き方講習会～」では

各市町で実施枠が決められていることから、申し込みをしても実施枠から漏れてしまう学

校がでてきます。このような学校に「とちぎネット利用アドバイザー」（以下「アドバイザ

ー」という。）を派遣し、また、自治会や育成会などの地域で主催する講座にも派遣するこ

とで、より多くの場所で講習会を開催することが目的です。 

 

２ 「とちぎネット利用アドバイザー」とは 

 県民会議主催の「とちぎネット利用アドバイザー養成講座」を受講し、県民会議理事長よ

り講師として認定されたボランティアです。「親子学び合い事業～ネット時代の歩き方講習

会～」の講師を務めています。 

インターネット・スマホに操られるように使うのではなく、目的を持ち主体的に使うこと

が大切です。児童・生徒自身が判断・選択できる力を身に付けられるように成長を促すこと

の必要性を知ってもらい、児童・生徒そして保護者が普段の生活を振り返るきっかけを与え

ることをねらいとして講話を行います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ アドバイザー派遣手順 

派遣依頼から完了までの流れは以下のとおりです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完  了 

派 遣 

依 頼 

アドバイザーによる講座を実施したい 

依頼したいアドバイザーが

決まっている 依頼したいアドバイザーが決まっていない 

講師依頼用紙を提出 事務局に一任して講師依頼用紙を提出 

調 整 

県民会議事務局が依頼内容に合う 

アドバイザーを選定 

 

 

 県民会議事務局がアドバイザーへ依頼内容を共有 

日時、場所、対象者を確認 

派 遣 

決 定 

決定したアドバイザーの連絡先を申請者に伝える 

申請者とアドバイザーのやり取り開始 

派 遣 
              講話の実施 

 

       謝金の支払い（アドバイザーに直接支払い） 

事後アンケートに回答 

 



４ 講師依頼用紙の作成 

 県民会議ホームページ（http://www.tmf.or.jp/youth.html）から「とちぎネット利用アド

バイザー 講師依頼用紙」をダウンロードしていただき、記載例を参考に以下（１）～（６）

の必要事項を記入して、県民会議事務局までお送りください。 

送付先：栃木県青少年育成県民会議事務局宛て  

    E-mail ikusei@tmf.or.jp   FAX 028-643-8530  連絡先 028-643-1005  

  

（１）派遣希望日時  派遣を希望する日時をご記入ください。 

           ただし、希望に沿えない場合がありますので第２希望日まで記入

をお願いいたします。 

（２）場    所  講話を実施する場所をご記入ください。 

（３）対    象  参加者（児童・生徒・保護者等）について予定人数をご記入くださ

い。 

（４）そ  の  他    依頼したいアドバイザーが決まっていたらこちらにご記入くださ

い。事務局に一任する場合は記入の必要はありません。また、講師

への要望がありましたらこちらにお願いします。 

（５）主  催  者  主催者をご記入ください。 

           市町村民会議が必ず主催者になるというわけではなく、紹介先（学

校など）が主催者となっても問題ありません。 

（６）連  絡  先    アドバイザーの連絡先をこちらに記載された方にお伝えします。 

 

 

５ 講師との打合せ 

 派遣するアドバイザーが決定したら連絡先をお伝えします。その後は直接連絡を取り合

い、謝金や当日のスケジュールなどについて以下の例を参考に確認をお願いします。実施日

や時間の変更が生じた場合はアドバイザーに確認を取りながら進めてください。 

【アドバイザーとの確認事項例】 

・開催日時、会場、対象者（当日参加するのは誰なのか。参加者の人数なども含めて。） 

・謝金の金額、振り込み先口座（現金手渡しの場合は必要ありません。） 

 

参考 －県民会議がアドバイザーに講話を依頼する場合－ 

謝金：５,０００円／１回（交通費込み） 

  同じ学校で１日に２回講話を実施する場合は、５,０００円×２＝１０,０００円。 

※あくまでも参考です。謝金はアドバイザーと相談のうえ決定することとなります。 

 

 



・講話の回数 

※同じ学校で１日に複数回実施する場合は、回数分支払うとするなど謝金の条件を事前

に伝え、アドバイザーの了解を得てから進めてください。 

・講習会当日について 

 〇集合時間と場所（県民会議主催の場合は講習会開始時間の４０分前集合としています） 

 〇進行スケジュール 

 〇講師持ち込みパソコンと会場のプロジェクターもしくはテレビモニターを接続するケ

ーブル種類（VGA、HDMI）の確認。 

 〇緊急連絡先 

 

アドバイザーは県民会議で保険に加入しているため、新たに加入する必要はありません。 

活動中に事故や怪我をした場合は県民会議事務局までご連絡ください。  

 

６ 派   遣 

 依頼書に記載された日時、場所で対象者に向けて講話を行います。講師がパソコンを持参 

し、パワーポイントで作成したスライドを使用して講話をするため、プロジェクター、スク 

リーン（もしくはテレビモニター）、パソコンと機器をつなぐケーブルを準備してください。 

 

７ 派遣終了後 

アドバイザーの資質向上のため「とちぎネット利用アドバイザー活用アンケート」へのご

協力をお願いいたします。アンケートの様式は県民会議ホームページからダウンロードで

きますので、県民会議事務局までメールもしくは FAX でお送りください。 

  

 


